
令和    年   月   日 

保  護  者   様 

                               岡谷市立    学校長 

新型コロナウイルス感染症による出席停止について（通知） 

お子さんが診断された新型コロナウイルス感染症は、学校保健安全法によって規定された学校感染症のため、出席

停止を指示します。なお、この場合の欠席は欠席日数には入りません。 

出席停止の期間の基準は、学校保健安全法施行規則により、「発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１

日を経過するまで」と定められています。（※「症状が軽快」とは解熱剤を使用せずに解熱しつつ、呼吸器症状が改善

傾向にあること） 

 再登校する際は、実線から下の「出席停止期間終了報告書」を学級担任へ提出してください。この報告書は、 

保護者の方に記入していただくものであり、医療機関に記入してもらうものではありません。ただし、再登校するに 

当たって治癒したかどうか心配がある場合には、医師の指示に従ってください。  なお、発症から10日経過する 

まではマスクの着用を推奨します。 

【登校可能な日の算出方法】 

（１）「発症した後、５日を経過した」 

（２）「軽快した後、１日を経過した」 

 

 

 

 

 

出席停止期間終了報告書 
学 校 長 様             年    組（部）  児童・生徒氏名              

 

上記の者の下記疾患は、治癒しており他に感染のおそれはないことを報告いたします。 

１．疾 患 名 新型コロナウイルス感染症 

２．発症日（咳・鼻水・発熱等かぜ様の症状が出た日） 令和   年   月   日 

３．軽快した日（解熱し、呼吸器症状が改善した日）  令和   年   月   日 

４．受診した医療機関名  

５．医療機関受診日 令和   年   月   日 

※６．「発症した後５日を経過し、かつ、軽快した後 

１日を経過」した日（＝登校可能な日）をご記入ください。 
令和   年   月   日 

７．再登校するに当たって学校に連絡しておきたいことがござ

いましたらご記入ください。 
 

※６「発症した後５日を経過し、かつ解熱した後１日を経過した日」とは、発症日・軽快日を０日とし、翌日を１日

と数えます。登校可能な日の算出方法は、上記をご覧ください。 

※無症状の場合は、「医療機関での検体採取日」を「発症日」欄に記入すること。 

令和  年  月  日 保護者氏名                

発症した日 

０日目 

発症後 

１日目 

発症後 

２日目 

発症後 

３日目 

発症後 

４日目 

発症後 

５日目 
☆登校可能な日 

 月  日        月  日 

軽快した日 

０日目 

軽快後 

１日目 
☆登校可能な日 

 月  日    月  日 

（１）と（２）の二重線の太枠の日にち 

のうち、遅い方が登校可能な日になりま 

す。この日付を「６」にご記入ください。 

なお、登校可能な日に学級閉鎖等の措置 

が取られている場合には、実際に再登校 

する日にちは、これより後になります。 

 


